
 
 

平成２１年５月１５日

 
      位 

会 社 名  札幌臨床検査センター株式会社 

問合せ

専務取締役 大井 典雄 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 
当社は、平成２１年５月１５日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成２

記 
 

．定款変更の目的 
に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を

（２ め、事

（３ 子会社化したことに伴い、当社

（４ 式会社の事業縮小における事業の目的事

（５

．定款変更の内容 
別紙のとおりであります。 

．日程 
更のための株主総会開催日  平成２１年６月２６日 

以上 
 

 

各

 

代表者名  代表取締役社長  細川 武雄 
（ＪＡＳＤＡＱ・コード９７７６） 
先  

役職・氏名 

電  話 ０１１－６１３－３２１０ 

 

１年６月２６日開催予定の第４５回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下

記のとおりお知らせいたします。 
 

１

（１）「株式等の取引

改正する法律」（平成１６年法律第８８号、以下「決済合理化法」といいます。）が平成

２１年１月５日に施行され、上場会社の株式は、株式振替制度に一斉移行（いわゆる株券

の電子化）されたことに伴い、当社の定款上不要となりました株券、実質株主及び実質株

主名簿に関する規定の削除の所要の変更を行うものであり、また、株式喪失登録簿につい

ては、決済合理化法施行日の翌日から起算して１年を経過する日までの間これを作成して

備置しなければならないことから、附則に所要の規定を設けるものであります。 
）当社の事業内容をより明確にするため、及び食品検査の事業展開の充実を図るた

業の目的事項を追加・変更・削除するものであります。 
）平成２１年４月１日よりアクテック株式会社を１００％

の事業の目的事項を追加するものであります。 
）１００％子会社である帯広臨床検査センター株

項の削除に伴い、当社の事業の目的事項を削除するものであります。 
）上記のほか、条数の変更を行うものであります。 

 
２

  変更案の内容は、

 
３

  定款変

  定款変更の効力発生日       平成２１年６月２６日 
 



別紙  変更案の内容 

（下線は変更部分） 

現行定款 変更案 

第  

（商号）

文省略） 

目的） 

会社は、次の事業を営むことを目的

１ 務を目的とした会社の株式を所有

（ 床検査および公衆衛生に

（２ 設備ならびに

（３

１章 総則

 

第１条（条

 

（

第２条 当

とする。 

．下記の業

することにより当該会社の事業活動を支配・管

理すること。 

１）医療に関する臨

関する各種検査の受託代行 

）臨床検査用機械機器および

医療用具の販売 

）食品加工販売 

（４）レストラン・喫茶店の経営 

（５）食品衛生に関する検査 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（６）前各号に付帯関連する一切の業務 

新設） 

第  

（商号）

行どおり） 

目的） 

行どおり） 

．（現行どおり） 

１）（現行どおり） 

２）（現行どおり） 

削除） 

（新設） 

 

（

 

１章 総則

 

第１条（現

 

（

第２条（現

 

１

 

 

（

 

（

 

（

（削除） 

（３）（現行どおり） 

備品の輸出入業および（４）医科器械、器具、  

販売業務 

（ 学器械販売業５）細菌光  

（６）理化学器械販売業 

（７）分析硝子器具販売業 

（８）度量衡計量器販売業 

（９）寝台病棟器具販売業 

（１０）乳製品機械販売業 

（１１）合成、粒状洗剤販売業 

（１２）ゴム、皮革製品販売業 

（１３）化学工業医薬品販売業 

（１４）医薬品の製造および販売業 

（１５）医療用検査器械の賃貸業 

（１６）家庭用電気製品販売業 

（１７）家庭用金物および、厨房用品販売業 

（１８）損害保険代理業務 

（１９）医科器械、理化学器械、分析器械およ 

び機械機材の賃貸業 

（ その消耗品の販売業２０）事務機器および  

（２１）建築資材の販売 

（２２）車両の賃貸業 

（２３）不動産管理および賃貸業 

（２４）前各号に付帯関連する一切の業務 

関２．医療に関する臨床検査および公衆衛生に  

する各種検査の受託代行 

３ 機器および理化学．医療器械器具、臨床検査  

器械の販売、賃貸、保守 

 



現行定款 変更案 

（新設） 

（新設） 

２．人材派遣業 

３．ラジオアイソトープ使用施設の線量測定等 

４ る臨床検査および公衆衛生に関

の受託代行 

．医療に関す

する各種検査の受託代行 

５．医療用の器械、器具、用品の販売、賃貸お

よび管理 

６．不動産の賃貸および管理 

および管理７．病院等への給食業務の請負  

８．医療事務の受託代行および請負 

９．調剤薬局の経営 

 

１０．生活環境に関する測定、分析、調査、研

究ならびに指導 

１．健康管理およ１ び健康増進に関するコンサ

１ ェアの開発、販売ならびにコン

ルティング 

２．ソフトウ

ピューター周辺機器の開発、販売 

新設） （

３．上水道施設の機械器具の販売

 

１  

エンスス１４．ドラッグストアおよびコンビニ

トアの経営 

５．病院経営１ に関するコンサルティング 

１６．医薬品、医療品、衛生材料品、衛生用品お

よび介護用品の販売 

１７．医薬品卸売り一般販売業 

雑貨の販売１８．食料品、飲料水および日用  

１９．前各号に付帯する一切の業務 

 

第３条～第５条（条文省略） 

第２章 株式 

（発行可能株式総

株券の発行）

 

数） 

第６条（条文省略） 

 

（  

、株式に係る株券を発行する。第７条 当会社は  

自己の株式の取得） 

 

（

第８条（条文省略） 

 

 

 

４．食品衛生に関する検査 

５．環境衛生に関する検査 

６．（現行どおり） 

７．放射線使用施設の線量測定および作業環境 

測定の受託代行 

（

削除） 

削除） 

 

（

 

８．不動産管理および賃貸業 

（削除） 

９．（現行どおり） 

１０．調剤薬局の経営および病院、診療所の経

営業務に関するコンサルティング 

削除） （

１．（現行どおり） 

２．情報処理機器および

 

１

 

１ ソフトウェアの開発、

販売、賃貸、保守 

３．情報処理システ１ ムの管理、運営受託、技

術者の派遣およびコンサルティング 

削除） （

ッグストアの経営 

削除） 

１４．ドラ

 

（

１５．医薬品、医薬部外品、衛生用品、介護用

品の販売 

（削除） 

（削除） 

１６．（現行どおり） 

３条～第５条（現行どおり） 

第２章 株式 

（発行可能株式総

削除） 

自己の株式の取得） 

 

第

 

数） 

第６条（現行どおり） 

 

（

 

 

（

第７条（現行どおり） 

 

 



現行定款 変更案 

（単元株式数および 券の不発行単元未満株 ） 

第９条 当社の単元株式数は、１，０００株と

する。 

 当会社は② 、第７条の規定にかかわらず、単

元未満株式に係る株券を発行しない。ただし、

株式取扱規程に定めるところについてはこの限

りではない。 

 

単元未満株式についての権利） （

第１０条 当会社の株主（実質株主を含む。以

下同じ。）は、その有する単元未満株式につい

て、次に掲げる権利以外の権利を行使すること

ができない。 

１）～（３）（（ 条文省略） 

株主名簿管理人） 

 

（

第１１条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

告

③ 株主名簿（実質株主名簿を含む。

② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所

は、取締役会の決議によって定め、これを公

する。 

 当会社の

以下同じ。）、新株予約権原簿および株券喪失

登録簿の作成ならびに備置きその他の株主名

簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関

する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、

当会社においては取り扱わない。 

 

１２第 条～第３８条（条文省略） 

新設） 

（単元株式数） 

 

（

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８条（現行どおり） 

削除） 

単元未満株式についての権利） 

 

（

 

 

 

 

（

第９条 当会社の株主は、その有する単元未満

 

１）～（３）（現行どおり） 

株主名簿管理人） 

株式について、次に掲げる権利以外の権利を行

使することができない。 

（

 

（

第１０条（現行どおり） 

 当会社の株主名簿、新株予約権原簿および

 

１１

②（現行どおり） 

 

 

③

株券喪失登録簿の作成ならびに備置きその他

の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登

録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に

委託し、当会社においては取り扱わない。 

 

第 条～第３７条（条文省略） 

則

 

附  

社の株券喪失登録簿の作成および備置  当会

きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、平

成２２年１月５日までこれを株主名簿管理人に

委 、託し、当会社においては取り扱わない。なお

本附則は、同日の経過後、自動的に削除される

ものとする。 

 


